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災害発生時における応急対策活動等に関する協定（案） 

【災害対策用機械の運搬・操作等】 

 

 

四国地方整備局四国技術事務所長（防災技術センター長）（以下、「甲」という。）と、«会社名»（以

下、「乙」という。）は、災害発生時における応急対策活動等（以下、「応急対策活動」という。）を円

滑かつ効率よく実施するために、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地震、豪雨、台風、豪雪及び事故災害等の異常な現象下において、災害が発生し

た、又は災害が発生するおそれがある場合に、迅速かつ的確に応急対策活動等を実施するために必要な

協力を求めるときの手続きについて定め、もって被害の拡大の防止と被災施設等の早期復旧に資するこ

とを目的とする。 

 

（役割分担） 

第２条 本協定の締結については、甲が災害対策用機械を保有している四国地方整備局徳島河川国道事務所、

那賀川河川事務所、香川河川国道事務所、四国技術事務所、松山河川国道事務所、大洲河川国道事務所、

高知河川国道事務所、中村河川国道事務所、土佐国道事務所（以下「担当事務所」という。）所長を代表し

て締結するものとする。 

２ 甲は以下の内容を担当事務所長を代表して行うものとする。 

一 協定参加企業の公募及び選定 

二 災害対策用機械を保有する担当事務所長への要請 

三 協定の解除 

３ 担当事務所長は甲の要請を受け、各協定締結業者へ出動可否確認及び応急対策活動への出動要請及び契

約・監督・支払等を担うものとする。 

 

（協定の有効範囲） 

第３条 担当事務所が応急対策活動を実施する場合においても本協定は有効とする。 

 

（活動の実施範囲・対象施設） 

第４条 担当事務所長が乙に対し協力を要請する活動の実施範囲・対象施設は、次のとおりとする。 

一 四国地方整備局が管理若しくは工事中の公共土木施設等（以下「所管施設等」という。） 

二 四国地方整備局管内に位置する地方公共団体の所管施設等 

三 前二号に掲げるもののほか、大規模災害が発生した場合に四国地方整備局が要請する国内における四

国地方整備局の管外の災害発生箇所（四国地方整備局の管外に位置する地方公共団体の所管施設等を含

む。） 

 

（活動内容） 

第５条 担当事務所長が乙に対し協力を要請する活動は、前条において、担当事務所が保有する災害対策用

機械等（協定対象となる災害対策用機械等は別紙－１による。）について、乙にて保有又は調達する建設

資機材及び応急対策活動に必要な総括的な管理者、技能者（資格保有者）（以下、「建設資機材等」とい

う。）を確保し現地に派遣することにより応急対策活動を実施するものである。 

なお、本協定の締結までの間に災害応急対策活動や災害対策用機械の運営等を四国地方整備局の事務

所、管理所と契約している場合は、そちらを優先するものとする。 

２ 災害対策用機械、活動内容及び人員等は、次を基本とする。 

なお、協定の有効期限内において、災害対策用機械の追加もしくは変更する場合がある。 

 

一 災害対策用機械（別紙－１を参照） 

二 活動内容 

第５条第２項第一号災害対策用機械の運搬、操作等とする。 
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三 人員 

応急対策活動に必要な人員は５人／班程度とする。 

なお、応急対策活動を総括的に管理する者として、次に掲げる基準を満たす管理者を１

人以上配置するものとする。（管理者は応急対策活動に専任の義務は有しないものとす

る。） 

① １級又は２級土木施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であるこ

と。 

② 乙と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

  また、応急対策活動に必要となる資格を有した人員を、必要に応じて配置するもの 

とする。 

 

（出動の要請） 

第６条 担当事務所長は、乙に対し、第５条に基づく応急対策活動を実施するための出動を

別添様式－２（第１報は電話連絡）により要請するものとする。 

２ 乙は、前項の出動要請の連絡を受ける者を、あらかじめ別添様式－１により担当事務所

長に報告するものとする。 

３ 出動要請はくじ引き順を基本とし、やむを得ない事情のない限り、要請を受ける義務を

負うものとする。ただし、要請時点において次の資格を有していない場合は次の当番から

順番に要請を行うものとする。 

① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に

該当しない者であること。 

② 四国地方整備局における一般競争参加資格の内、「一般土木工事」又は「維持修繕

工事」に認定されている者であること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に

基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決

定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受け

ていること。）。 

③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（上記②の再認定を受けた者を除く。）で

ないこと。 

④ 出動要請日に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領

（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に基づく指名停止を受けていないこ

と。 

⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。 

４ 出動要請があった場合は、出動に要する準備時間を除き、３時間以内担当事務所に集合

するものとする。 

５ １回の活動期間は９日程度とし、活動が長期間にわたる場合は順番により要請を行うも

のとする。 

６ 出動に当たっては出動報告を別添様式－３により担当事務所長に報告するものとする。 

 

（応急対策活動の実施） 

第７条 乙は、第６条に基づく出動の要請があった場合は直ちに出動し、応急対策活動を実

施するものとする。 

２ 応急対策活動に係る指示は、別途通知する監督職員が行うものとする。 
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（契約の締結） 

第８条 担当事務所長は、乙に第６条の出動を要請した場合は、第６条第３項に基づき速や

かに担当事務所長と契約を締結するものとする。 

２ 第１項の契約は、締結する時点において、法定外労働災害補償制度に加入していること

を条件とする。この際、当該法定外労働災害補償制度は、元請・下請を問わず補償できる

保険であることを条件とする。 

なお、法定外労働災害補償制度には、工事現場単位で随時加入する方式と直前１年間の

完成工事高により掛金を算出し、保険期間内の工事等を保険対象とする方式があり、契約

の条件となる保険は、いずれの方式であっても差し支えない。 

 

（関係業者との協力） 

第９条 乙は、状況により、甲または四国地方整備局の事務所、管理所が別途、災害の応急

対策に係る協定、工事又は役務契約等を締結している関係業者（以下、「丙」という。）

と協力して応急対策活動を実施するものとする。 

２ 前項の場合、担当事務所長は、丙の業者名及び連絡先を乙に通知するものとする。 

 

（応急対策活動の完了） 

第 10 条 乙は、担当事務所長の指示（別添様式－４）により応急対策活動が完了したとき

は、直ちに監督職員に対し、口頭により完了報告を行うものとする。 

２ 実施した応急対策活動の内容及び建設資機材等の使用数量を後日、書面により担当事務

所長に報告するものとする。 

 

（費用の請求） 

第 11 条 乙は、応急対策活動完了後、当該活動に要した費用を第８条により締結した契約に

基づき、担当事務所長に請求するものとする。 

 

（費用の支払） 

第 12 条 担当事務所長は、第１１条の規定により請求を受けたときは、内容を精査し第８条

により締結した契約に基づきその費用を支払うものとする。なお、費用は土木工事標準積

算基準書（国土交通省）等を基本に算定するものとする。 

 

（訓練の実施） 

第 13 条 本協定で取り扱う災害対策用機械については、習熟を目的とした甲又は担当事務

所が実施する操作訓練に可能な範囲で参加するものとする。 

２ 乙は甲又は担当事務所より訓練実施の案内があった場合は、第６条で報告した技術者等

を可能な範囲で参加させるものとする。なお、訓練に参加する費用は無償とする。 

 

（損害の負担） 

第 14 条 応急対策活動の実施に伴い、担当事務所、乙又は丙いずれの責にも帰することがで

きない原因により、第三者に対し損害を及ぼしたとき、若しくは災害対策用機械及び建設

資機材等に損害が生じたときは、乙は遅滞なくその状況を書面により担当事務所長に報告

し、その処置については担当事務所長、乙協議して定めるものとする。 

２ 応急対策活動の実施に伴い、明らかに乙の責に帰する原因により第三者に損害を及ぼし

たとき、若しくは災害対策用機械及び建設資機材等に損害が生じたときは、乙がこれを負

担するものとする。 

３ 応急対策活動の実施に伴い、明らかに担当事務所の責に帰する原因により第三者に損害

を及ぼしたとき、若しくは災害対策用機械及び建設資機材等に損害が生じたときは、担当
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事務所がこれを負担するものとする。 

 

（有効期限） 

第 15 条 本協定の有効期限は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

２ 甲又は乙の一方からこの協定を解除させる旨の意思表示がなされた場合は、甲及び乙は

協議を行い、合意後協定の解除を行うものとする。ただし、解除の意志表示は、解除を希

望する日の１カ月前までに書面にて行うものとする。 

 

（その他） 

第 16 条 この協定に定めない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲、乙協議し

てこれを定めるものとする。 

 

この協定の証として、本書２通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、各１通保有するもの

とする。 

 

 

令和 年  月  日 

 

甲 香川県高松市牟礼町牟礼１５４５ 

 

四国地方整備局 

四国技術事務所長（防災技術センター長） 田中 元幸  

 

 

乙  «住所» 

 

«会社名» 

«協定書・選定通知書_役職名» «協定書・選定通知書_氏名» 
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（別紙－１） 

 

徳島河川国道事務所 保有機械 

 ・排水ポンプ車（30m3/min 軽量水中ポンプ式）     １台 

 ・排水ポンプ車（60m3/min 軽量水中ポンプ式）     ６台 

 ・照明車                      ６台 

 ・待機支援車                    １台 

 ・標識車（ＬＥＤ標識装置）             １台 

 ・衛星通信車                    １台 

 ・可搬型衛星通信装置（Ku-SAT）           １台 

 ・路面清掃車（ブラシ式）              １台 

 ・排水管清掃車（水循環式）             １台 

 ・凍結防止剤散布車（湿潤式６×４スノープラウ付）  １台 

 ・凍結防止剤散布機                 ９台 

 ・小型除雪機（除雪幅 0.7m）             ２台 

 ・小型除雪機（除雪幅 0.8m）             １台 

 

那賀川河川事務所 保有機械 

 ・排水ポンプ車（30m3/min 軽量水中ポンプ式）     ２台 

 ・排水ポンプ車（60m3/min 軽量水中ポンプ式）     ２台 

 ・照明車                      ２台 

 ・待機支援車                    １台 

 ・可搬型衛星通信装置（Ku-SAT）           １台 

 

香川河川国道事務所 保有機械 

 ・排水ポンプ車（30m3/min 軽量水中ポンプ式）     ２台 

 ・照明車                      ２台 

 ・散水車（給水装置付）               １台 

 ・標識車（ＬＥＤ標識装置）             １台 

 ・可搬型衛星通信装置（Ku-SAT）           １台 

 ・路面清掃車（ブラシ式）              １台 

 ・側溝清掃車（ロータリーブロア式）         １台 

 ・凍結防止剤散布車（湿潤式６×４スノープラウ付）  １台 

 ・凍結防止剤散布機                 ４台 

 ・小型除雪機（除雪幅 0.7m）             ２台 

 

四国技術事務所 保有機械 

 ・排水ポンプ車（30m3/min 軽量水中ポンプ式）     ２台 

 ・照明車                      ２台 

 ・対策本部車                    １台 

 ・待機支援車                    １台 

 ・バックホウ（遠隔操縦式 バケット容量 0.45m3）   １台 

 ・分解型バックホウ（遠隔操縦式 バケット容量 1.0m3） １台 

 ・橋梁点検車                    ２台 

 ・土のう造成機                   １台 

 ・衛星通信車                    １台 
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松山河川国道事務所 保有機械 

 ・排水ポンプ車（30m3/min 軽量水中ポンプ式）     １台 

 ・排水ポンプ車（60m3/min 軽量水中ポンプ式）     １台 

 ・照明車                      ３台 

 ・対策本部車                    １台 

 ・待機支援車                    １台 

 ・散水車（給水装置付）               １台 

 ・標識車（ＬＥＤ標識装置）             １台 

 ・衛星通信車                    １台 

 ・可搬型衛星通信装置（Ku-SAT）           １台 

 ・路面清掃車（ブラシ式）              １台 

 ・側溝清掃車（ロータリーブロア式）         １台 

 ・排水管清掃車（ジェット式）            １台 

 ・凍結防止剤散布車（乾式６×４スノープラウ付）   ２台 

 ・凍結防止剤散布車（湿潤式６×４スノープラウ付）  ２台 

 ・凍結防止剤散布機                 ６台 

 ・凍結防止剤散布機（ユニット式）          １台 

 ・小型除雪機（除雪幅 0.6m）             ３台 

 ・小型除雪機（除雪幅 0.8m）             ３台 

 

大洲河川国道事務所 保有機械 

 ・排水ポンプ車（30m3/min 軽量水中ポンプ式）     ５台 

 ・排水ポンプ車（60m3/min 軽量水中ポンプ式）     ２台 

 ・照明車                      ３台 

 ・待機支援車                    １台 

 ・可搬型衛星通信装置（Ku-SAT）           １台 

 ・凍結防止剤散布車（乾式６×４スノープラウ付）   １台 

 ・凍結防止剤散布車（湿潤式４×４スノープラウ付）  １台 

 ・凍結防止剤散布車（湿潤式６×４スノープラウ付）  ２台 

 ・凍結防止剤散布機                 ４台 

 ・小型除雪機（除雪幅 0.8m）             ３台 

 

高知河川国道事務所 保有機械 

 ・排水ポンプ車（30m3/min 軽量水中ポンプ式）     ５台 

 ・排水ポンプ車（60m3/min 軽量水中ポンプ式）     １台 

 ・照明車                      ３台 

 ・可搬型衛星通信装置（Ku-SAT）           １台 

 

 

中村河川国道事務所 保有機械 

 ・排水ポンプ車（30m3/min 軽量水中ポンプ式）     ３台 

 ・排水ポンプ車（60m3/min 軽量水中ポンプ式）     ２台 

 ・照明車                      ４台 

 ・待機支援車                    １台 

 ・簡易遠隔操縦装置（ロボＱＳ）           １台 

 ・土のう造成機                   １台 
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 ・衛星通信車                    １台 

 ・可搬型衛星通信装置（Ku-SAT）           １台 

 ・凍結防止剤散布車（湿潤式４×４スノープラウ付）  ２台 

 ・凍結防止剤散布機                 ３台 

 ・小型除雪機（除雪幅 0.8m）             ２台 

 

土佐国道事務所 保有機械 

 ・照明車                      ３台 

 ・対策本部車                    １台 

 ・待機支援車                    ２台 

 ・散水車（給水装置付）               １台 

 ・標識車（ＬＥＤ標識装置）             １台 

 ・衛星通信車                    １台 

 ・路面清掃車（ブラシ式）              １台 

 ・側溝清掃車（ロータリーブロア式）         １台 

 ・排水管清掃車（ジェット式）            １台 

 ・凍結防止剤散布車（湿潤式４×４スノープラウ付）  １台 

 ・凍結防止剤散布車（湿潤式６×４スノープラウ付）  １台 

 ・凍結防止剤散布機                 ６台 

 ・小型除雪機（除雪幅 0.8m）             ２台 

 ・小型除雪機（除雪幅 0.9m）             ２台 

 



別添様式－１

令和    年    月    日現在

会社名：

住　所：〒 ○○県△△市◆◆

TEL： FAX： E-mail：

◆連絡体制

役職

第１連絡者

第２連絡者

第３連絡者

出動要請の連絡体制

氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 電話番号 FAX番号 携帯電話番号

平常時の連絡窓口： ○○部
ブ

　国土
コクド

　太郎
タロウ



別添様式－２

株式会社○○○○

　代表取締役　○○○○　殿

四国地方整備局

〇〇河川国道事務所長

なお、今回の出動に関する指示者は次の者とします。

指示者： 〇〇河川国道事務所　○○○○

要請日時

要請内容 □ 担当事務所へ集合

□ 下記現場へ出動

活動内容

出動機械 □ 排水ポンプ車(30m3/min 軽量水中ポンプ式）（　台）

□ 排水ポンプ車(60m3/min 軽量水中ポンプ式）（　台）

□ 照明車  （　台） □対策本部車 □待機支援車

□ バックホウ（バケット容量0.45m3）・（バケット容量1.0m3）

□ 簡易遠隔操縦装置（ロボＱＳ）

□ 散水車（給水装置付） □標識車（ＬＥＤ標識装置）

□ 橋梁点検車　（　台） □土のう造成機

□ 衛星通信車 □可搬型衛星通信装置（Ku-SAT）

□ 路面清掃車（ブラシ式） □側溝清掃車（ロータリーブロア式）

□ 排水管清掃車（ジェット式）・（水循環式）

□ 凍結防止剤散布車（乾式６×４スノープラウ付）　（　台）

□ 凍結防止剤散布車（湿潤式４×４スノープラウ付）　（　台）

□ 凍結防止剤散布車（湿潤式６×４スノープラウ付）　（　台）

□ 凍結防止剤散布機　（　台）

□ 小型除雪機　（　台）

□ セルフローダ又はトレーラ（積載　t以上）[運転手付]

□ トラック（積載４t以上　クレーン付）

出動人員 名以上（うち、次の資格保有者を含むものとする）

□ 玉掛け技能講習修了者を　　名以上

□ バックホウ操縦有資格者を　　名以上

□ 自動車運転免許（準中型）保有者を　　名以上

□ 自動車運転免許（中型8t限定）保有者を　　名以上

□ 自動車運転免許（中型または大型）保有者を　　名以上

問い合わせ先 〇〇河川国道事務所　〇〇課　○○○○　TEL (〇〇)〇〇-〇〇

令和　　年　　月　　日

出 動 要 請 書

「災害発生時における応急対策活動等に関する協定」に基づき以下のとおり出動を要請します。

令和　　年　　月　　日　　　時　　分

（　ただちに　　・　　　　時　　　分までに）

（　ただちに　　・　　　　時　　　分までに）



別添様式－３

　四国地方整備局

　〇〇河川国道事務所長　殿

㈱○○○○

代表取締役　○○○○

の出動要請に対し、以下のとおり報告します。

報告日時

□ 担当事務所へ出動 出発時刻 　　　　時　　　分

□ 現場へ出動 到着予定時刻 　　　　時　　　分頃

代表

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

出動機械

出 動 報 告 書

令和　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分

令和　　年　　月　　日

出動人員

出動内容

携帯電話番号氏名会社名

　※携帯電話番号は代表者のみ記入
　※別添様式－１での報告も可

　※出動機械に随行する車両（ライトバン等）も記載

保有会社名（リース会社名） 機械名（車種名） ナンバープレート番号



別添様式－４

株式会社○○○○

　代表取締役　○○○○　殿

四国地方整備局

〇〇河川国道事務所長

完了日時

要請日時

活動内容

令和　　年　　月　　日の出動要請に対する災害対策活動は、下記時刻をもって完了とします。

令和　　年　　月　　日　　時　　分

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日　　　時　　分

災 害 対 策 活 動 完 了 指 示 書



（参考）　協定締結後のフロー

災害発生時
災害発生の恐れがある時

出動要請

出動報告

・様式-2 [出動要請書] を送信（メール）※ＦＡＸ可
・着信の確認（TEL）

出動

現場到着

・終了指示（口頭又はTEL）

災害対策活動の実施

出動要請会社の選定

・別紙当番表より選定
・出動可否の確認（各当番会社にTEL）

協定の締結

・様式1-1,1-2  の提出 （メール）

終了指示

・様式-3 [出動報告書] ,様式1-2 を送信（メール）※ＦＡＸ可
・着信の確認（TEL）

・到着報告（口頭又はTEL）

災害対策活動の完了

・活動報告（口頭又はTEL 随時）

活動報告書の提出

・災害対策活動に要した人員・機械等の数量、活動内容及び見積書
を活動後すみやかに提出（様式は任意）

費用の支払い

【担当事務所 → 出動要請会社】

【出動要請会社 → 担当事務所】

【出動代表者 → 指示者】 ※指示者は様式-2で指定する

【出動代表者 → 指示者】

【指示者 → 出動代表者】

・様式-4 [災害対策活動完了指示書] を送信（メール）※ＦＡＸ可

【担当事務所 → 出動要請会社】

【出動代表者 → 指示者】

【出動要請会社 → 担当事務所】

・完了報告（口頭又はTEL）

・活動報告書を精査し費用を算定
※土木工事標準積算基準等を基本に算定

契約の締結（概算）

精算変更


